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説明資料

農地の集積・集約の促進

・農地中間管理機構による集積・集約化活動
・農業委員会交付金
・農地利用最適化交付金



●高齢化、農業人口の減少
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１．農業の現状と課題

●農地の減少
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４９歳以下

基幹的農業従事者数
自営農業に主として従事した世帯員のうち、
普段の主な状態が主に仕事（農業）である者

農業人口は減少傾向
６５歳以上が約６割
５０歳未満は約１割

担い手への農地の集積が急務
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（データ出所）農林業センサス、農業構造動態調査（農水省）
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農地面積及び担い手の利用面積

農地面積は減少傾向

※「担い手の利用面積」とは、認定農業者、認定新規就農者、市町村基本構想の水
準到達者、集落営農経営が所有権、利用権、農作業受託により経営する面積

担い手以外
の利用面積

農地面積

担い手の
利用面積

依然として担い手以外の
利用面積が大きい
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２．農地中間管理機構を利用した農地集積・集約

集積・集約の促進が必要

●機構の仕組み

●集積・集約のイメージ

●農地集積の状況

農
地
の
出
し
手

農
地
の
受
け
手

農地

農 地 中 間 管 理 機 構

協力金 都 道 府 県

協力金

事業費

●農用地利用配分計画の
作成

●借受農地管理、借受・
貸付条件交渉 等

事業費
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農地中間管理機構発足後の
農地集積（転貸）の実績
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機構以外

農地中間管理機構

全国の集積率

目標到達まで
あと

約100万ha

目標

財政制度分科会（平成30年10月16日）資料を基に作成

農地

賃料 賃料

地
域

※全農地約440万haのうち、
これまでに約240万haが
担い手に集積されている
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３．集積の事例を通じて見えてきた課題（１）

地域農業の将来図の話し合いの活性化が必要ではないか

※「農地中間管理事業を活用した農地利用集積推進の現状と課題」、安藤光義（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）、

全国農地保有合理化協会 『土地と農業』第47号（2017）より。

「ヒアリング調査を通じてはっきりしたのは、機構が設立されたから農地が動いたのではなく、人・農地プランや地域農業マス
タープランの作成、円滑化事業、集落営農の設立、さらに、そうした取り組みよりもはるか以前から続いてきた生産調整の集落
での話し合いの積み重ねがあるところで農地が動いたということである。」

農家・地域の関係者

市町村

農地利用集積円滑化団体農地中間管理機構

・農地利用最適化推進委員の積極的な活動

担い手・参入希望者

農協等 ・農地集積のノウハウの活用

農業委員会

将来図

・農地集積・集約化の制度の丁寧な説明

・将来や借り手への不安の解消

・貸し手や地域との信頼関係の醸成

農地の所有者からの委任を受けて、代理で、農地の売渡し
や貸付け等を行ったり、自ら農地の買入れ・借受けを行い、
その農地を売渡し・貸付けしたりすることができる団体。

・地域の意向を踏まえた「人・農地プラン」作成、見直し

農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止、新規参入
の促進といった「農地利用の最適化」を進めるため、農
業委員と連携して現場活動を行う。

地域農業のマスタープラン

・農家への助言等

（注）太文字・下線は事務局で付した。

●集積が進んでいる地域での事例



４

４．集積の事例を通じて見えてきた課題（２）
●機構集積協力金 ●機構を利用した際の手続き

●毎年の利用状況報告

・協力金は効果的なものとなっているか
・手続き等は利用しやすいものとなっているか

平成３０年度

経営転換協力金
面積に応じて１戸当たり
30万円・50万円・70万円

耕作者集積協力金
０．５万円／10a

地域集積協力金
地域の農地面積に対する機構へ
の貸付面積の割合に応じて、
1.0万円・1.4万円・1.8万円/10a

経営転換・リタイアする

出し手への支援

農地の集積・集約化に協

力する出し手への支援

機構にまとまった農地を

貸付ける地域に対す
る支援

都道府県が交付する協力金単価（上限）（平成30年度）

調査の視点 調査結果

機構集積協力金
の農業者への交
付は、機構への
農地貸出しのイン
センティブとして
機能しているか。

農地中間管理機構に農地を貸し出すことを
決めた理由は何か？

（聞き取り対象126先、複数回答可）
・営農活動をリタイアしたかった（37件）
・営農規模を縮小したかった（16件）
・協力金をもらえるから（28件）

平成２９年度の予算執行調査結果（財務省） 毎年、農地一筆ごとに作物の種類や作付面積、生産
数量などを、機構に報告しなければならない。

配
分
計
画
公
告

機構が転貸しする手続き機構に貸す手続き
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２週間 ２週間 ２週間 ２週間 ２週間１週間

機構 県市町村

農業委

集
積
計
画
公
告

農業委

（参考）農地が、農地として利用されているかどうかは、農業委員会の
「農地パトロール」でチェックされている。

作付時期に間に
合うかな・・

受け手の運営費、農業機械整備、地域
活動費等に使われている(平成27年度)

※財政制度分科会(平成30年10月16日)
資料を基に作成

※農水省資料を基に作成

[ 法定 ]



主な論点

● 農地の集積・集約化をさらに進めるために必要なこと
は何か。

● 集積協力金は、機構に農地を貸すための動機付けとし
て効果的なものとなっているか。

● 機構を利用した農地の集積・集約の際の手続き等は、
利用しやすいものとなっているか。
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